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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気混和したペット向け噛み物組成物において、
　１５～９０質量％のタンパク質、
　５～２５質量％のグリセリン、
　５～２５質量％の水、および
　２×１０６～２×１０１６セル／ｃｍ３の密度を有するセルを有してなり、
　超臨界流体であって、該超臨界流体が気体に転化されたときに前記組成物の全体積の５
～５５％を占めるのに十分な量の超臨界流体の開放により前記セルが形成され、前記超臨
界流体が、窒素か二酸化炭素である、組成物。
【請求項２】
　前記タンパク質が、３０～５０質量％の線維性タンパク質および１５～２５％のゲル化
タンパク質を含み、前記ゲル化タンパク質がゼラチンを含む、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　４０質量％までの可塑剤をさらに含む、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
　調味料、脂肪、ビタミン、ミネラル、着色料、保存料、およびそれらの組合せからなる
群より選択される追加の成分を０．０５～２７．５５質量％さらに含む、請求項３記載の
組成物。
【請求項５】
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　前記セルが、０．０５から２００μｍの平均直径を有する、請求項１記載の組成物。
【請求項６】
　前記セルの密度が、２×１０８～２×１０１４セル／ｃｍ３である、請求項５記載の組
成物。
【請求項７】
　前記セルが、前記組成物に亘り実質的に均一に分布している、請求項５記載の組成物。
【請求項８】
　前記セルが、前記噛み物内で変動して分布している、請求項５記載の組成物。
【請求項９】
　前記空気混和したペット向け噛み物が、４から１５μｍのＲａ値を有する表面粗さを有
する、請求項１記載の組成物。
【請求項１０】
　前記空気混和したペット向け噛み物の剛性値であるヤング率が、２０ＭＰａ以下である
、請求項１記載の組成物。
【請求項１１】
　前記空気混和したペット向け噛み物の引張強度が、超臨界流体を中に含んでいないペッ
ト向け噛み物の引張強度の１５％から５０％である、請求項１記載の組成物。
【請求項１２】
　ピーク距離対ピーク力の比が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物の比よ
り高い、請求項１記載の組成物。
【請求項１３】
　ピーク距離対ピーク力の比が、６：１から８：１である、請求項１記載の組成物。
【請求項１４】
　請求項１記載のペット向け噛み物組成物を製造する方法であって、最終的なペット向け
噛み物製品を製造するために、前記組成物が射出成形される方法。
【請求項１５】
　前記超臨界流体が、射出成形過程中に前記組成物と接触する、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記組成物が、射出成形過程前に押出しされる、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記超臨界流体が、押出過程中に前記組成物に加えられる、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１記載のペット向け噛み物組成物を製造する方法であって、最終的なペット向け
噛み物製品を製造するために、前記組成物が押出しされる方法。
【請求項１９】
　前記超臨界流体が、押出過程中に前記組成物と接触する、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記ゼラチンが、１００～４００のブルーム強度を有する、請求項２記載の組成物。
【請求項２１】
　空気混和したペット向け噛み物組成物において、
　１５～９０質量％のタンパク質、
　５～２５質量％のグリセリン、
　５～２５質量％の水、および
　２×１０６～２×１０１６セル／ｃｍ３の密度を有するセルを有してなり、
　前設タンパク質が、ゼラチンを含み、超臨界流体であって、該超臨界流体が気体に転化
されたときに前記組成物の全体積の５～５５％を占めるのに十分な量の超臨界流体の開放
により前記セルが形成され、前記超臨界流体が、窒素である、組成物。
【請求項２２】
　前記超臨界流体が、窒素である、請求項１記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
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【優先権】
【０００１】
　本出願は、２０１２年１０月２２日に出願され、ここに全てが引用される米国仮特許出
願第６１／７１６９１３号に関し、それに優先権を主張するものである。全ての出願は共
同所有されている。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、広く、食用のペット向け噛み物およびその製造方法と使用方法に関する。よ
り詳しくは、本発明は、気泡を含む構造を有する食用のペット向け噛み物に関する。より
詳しくは、本発明は、栄養のある食用のペット向け噛み物またはおやつに関する。さらに
より詳しくは、本発明は、空気混和した（または発泡した）栄養のある食用のペット用噛
み物またはおやつに関する。より詳しくは、本発明は、噛み物またはおやつにより減量ま
たは体重管理特性を促進させる、上述したおやつまたは噛み物に関する。いくつかの実施
の形態において、そのおやつの空気混和または発泡は、押出または射出成形の前、最中、
または後に行われる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、広く、空気混和した（または発泡した；これらの用語は互いに交換可能に使
用される）ペット向け噛み物組成物において、１５～９０質量％のタンパク質、５～２５
質量％のグリセリン、５～２５質量％の水、および超臨界流体であって、この超臨界流体
が気体に転化されたときにこの組成物の全体積の５～５５％を占めるのに十分な量の超臨
界流体を含む組成物に関する。いくつかの好ましい形態において、その組成物は、４０質
量％までの可塑剤をさらに含む。他の好ましい形態において、その組成物は、調味料、脂
肪、ビタミン、ミネラル、着色料、保存料、およびそれらの組合せからなる群より選択さ
れる追加の成分を０．０５～２７．５５質量％、さらに含む。この超臨界流体から転化さ
れる気体により組成物中に気泡が生じることが好ましい。一般に、そのような気泡の平均
直径は０．０５から２００μｍである。好ましい形態において、気泡の密度は２×１０4

気泡／ｃｃ超である。気泡が組成物に亘り実質的に均一に分布していることが好ましい。
しかしながら、代わりの実施の形態において、気泡は組成物中に不均一に分布していても
差し支えない。そのような場合、気泡は、ある区域において、別の区域よりも密集してい
ることがあり、その組成物の密度は変動するであろう。好ましい形態において、気泡の分
布は意図的となる。
【０００４】
　本発明の噛み物またはおやつの表面粗さは、超臨界流体を中に含んでいないペット向け
噛み物のものよりも大きい。本発明のペット向け噛み物のＲａ（μｍ）値は、約４から１
５であることが好ましい。
【０００５】
　本発明のペット向け噛み物の平均摩擦係数が約０．１３６±０．００１から０．２３５
±０．０４９であることが好ましい。
【０００６】
　ビッカース分析を使用したおやつの硬度が約０．００３から０．０２に及ぶことが好ま
しい。
【０００７】
　超臨界流体を含む本発明の製品の引張強度が、超臨界流体を含まないペット向け噛み物
の引張強度の約１５％から５０％であることが好ましい。超臨界流体を含むペット向け噛
み物を、超臨界流体を含まないものと比べた場合、ピーク距離対ピーク力の比が約６：１
から８：１であることが好ましい。
【０００８】
　本発明は、本発明による組成物を製造する新規の方法も提供する。その組成物から最終
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的なペット向け噛み物またはおやつを製造するために、そのような組成物が射出成形され
るか、または押出しされることが好ましい。いくつかの好ましい形態において、射出成形
を使用する場合、超臨界流体は、射出成形プロセス中に組成物と接触する。いくつかの好
ましい射出成形プロセスにおいて、前記組成物は、射出成形プロセスの前に押出しされる
。いくつかの形態において、超臨界流体は、押出プロセス中であって、射出成形プロセス
前に組成物に加えられる。最終的なペット向け噛み物製品を製造するために、組成物が押
出しされる場合、超臨界流体は、押出プロセス中に組成物と接触する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明によるペット向け噛み物を製造する例示の方法の略図
【図２】本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方法の別の略図
【図３】本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方法の別の略図
【図４】本発明によるペット向け噛み物製品を製造するために使用されることがある射出
成形プロセスの説明図
【図５】本発明の特に好ましいペット向け噛み物の斜視図
【図６】本発明によるペット向け噛み物製品の１立方センチメートルのサンプルサイズに
関するセルサイズ分布を示すグラフ
【図７】対照および本発明のおやつの１つの実施の形態に関する平均力／距離曲線を示す
グラフ
【図８】対照および本発明のおやつの１つの実施の形態に関する引張強度の結果を示すグ
ラフ
【図９】超臨界流体を加えた、本発明によるペット向け噛み物を製造する例示の方法の略
図
【図１０】超臨界流体を加えた、本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方
法の別の略図
【図１１】超臨界流体を加えた、本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方
法の別の略図
【図１２】超臨界流体を加えた、本発明によるペット向け噛み物製品を製造するために使
用されることがある射出成形プロセスの説明図
【図１３】超臨界流体を加えた、本発明によるペット向け噛み物を製造する例示の方法の
略図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　ここに記載された本発明の実施の形態は、本発明の実例であるが、制限的であることを
意図していない。
【００１１】
　一般に、本発明は、食用のペット向けおやつまたは噛み物、並びに安全な占有と楽しみ
を与えつつ、機械的摩耗により歯垢および歯石を除去するように設計された栄養製品を製
造する方法に関する。本発明のペット向け噛み物は、動物により一度摂取されたら、製品
の急激な破壊を提供し、標準試験規定食と比べて、歯垢と歯石の著しい減少を示す。この
ペット向け噛み物の組成物は、栄養性かつ機能性のおやつを作り出し、これにより、その
動物の健康的な生活習慣が促進される。
【００１２】
　本発明の食用のペット向け噛み物組成物は、一般に、タンパク質、吸水性ポリマー、可
塑剤、および水を含むことが好ましい熱可塑性材料から形成される。本発明のペット向け
噛み物は、単一成分／単一テキスチャー製品であることが好ましい。ここに用いたように
、単一成分／単一テキスチャー製品は、噛み物製品が、ペット向け噛み物またはおやつに
とって望ましい任意の形状に形成された実質的に均一な成形塊であることを意味する。
【００１３】
　このペット向け噛み物は、噛まれたときに、動物の歯が製品中に沈み込んで、その製品
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が、反復応力下で制御された様式で壊れるような延性特性を示す。この食用の熱可塑性材
料は、良好な強度と剛性および他の所望の物理的性質を与えて、機能性および噛む喜びを
向上させるために、様々な形状に成形できる。
【００１４】
　本発明のペット向け噛み物のより軟質のよく噛む必要のあるテキスチャーは、動物の喜
びを改善し、向上した口腔ケアの有効性を示す。本発明のペット向け噛み物組成物は、水
溶性材料のマトリクス中に消化性の高いタンパク質のバランスのとれたブレンドを提供し
て、栄養性能および動物の安全性を改善する。
【００１５】
　タンパク質は、線維性タンパク質および／またはゲル化タンパク質などのどのようなタ
ンパク質からなってもよい。このペット向け噛み物用の線維性タンパク質は、動物に由来
するものであってよいが、筋タンパク質、または植物を含まないように配合しても差し支
えない。ごくわずかな量の筋タンパク質が存在し得ることが、当業者に認識されるであろ
う。線維性タンパク質は、一般に、強力であり、比較的不溶性である。そのような性質の
ために、線維性タンパク質は、ペット向け噛み物製品の構造骨格を提供する上で重要であ
る。例示の線維性タンパク質としては、以下に限られないが、小麦タンパク質、小麦グル
テン、トウモロコシゼイン、トウモロコシグルテン、大豆タンパク質、ピーナッツタンパ
ク質、カゼイン、ケラチンおよびそれらの混合物が挙げられる。特に好ましい線維性タン
パク質としては、制限するものではないが、小麦タンパク質単離体、大豆タンパク質単離
体、カゼイン酸ナトリウムおよびそれらの混合物が挙げられる。非常に好ましい線維性タ
ンパク質は、小麦タンパク質単離体、大豆タンパク質単離体およびカゼイン酸ナトリウム
の混合物である。
【００１６】
　ペット向け噛み物中の吸水性ポリマーは、ゲル化タンパク質、親水コロイド、食用ヒド
ロゲル、またはそれらの混合物であってよい。球状タンパク質として知られていることも
ある、ゲル化タンパク質は、一般に、水溶液中で比較的可溶性である球体のタンパク質か
らなり、それらのタンパク質はコロイド溶液またはゲルを形成する。例示のゲル化タンパ
ク質としては、以下に限られないが、ゼラチン、アルブミン、血漿、エンドウ豆タンパク
質、ラクトグロブリン、すり身（魚）タンパク質、ホエータンパク質およびそれらの混合
物が挙げられる。非常に好ましいゲル化タンパク質はゼラチンである。
【００１７】
　親水コロイドを吸水性ポリマーとしてペット向け噛み物組成物中に使用してもよい。親
水コロイドは、一般に、水溶性であり、かつ水と組み合わされたときにゲルを形成する高
分子(macromolecule)（例えば、炭水化物ポリマーまたはタンパク質）と定義される。例
示の親水コロイドとしては、以下に限られないが、ペクチン、アルギン酸塩、寒天、カラ
ギーナン、キサンタンガム、およびグアーガムが挙げられる。
【００１８】
　食用ヒドロゲルを吸水性ポリマーとしてペット向け噛み物中に使用してよい。その食用
ヒドロゲルは、水またはある液体中で膨潤し、溶解せずに多量の液体を保有する天然由来
の材料または合成材料であることがある。例示のヒドロゲルとしては、以下に限られない
が、マルトデキストリン、セチルアルコール、キトサン、レシチン、ポリペプチド、蝋、
および食用ポリマーが挙げられる。
【００１９】
　好ましい実施の形態において、前記吸水性ポリマーはゲル化タンパク質である。より好
ましい実施の形態において、ゲル化タンパク質は、約１００から約４００の範囲のブルー
ム強度を有することが好ましい、ゼラチンである。ゼラチンが、約１００から約２００の
範囲のブルーム強度を有することが最も好ましい。
【００２０】
　可塑剤は前記ポリマー中に溶解し、ポリマー鎖を引き離し、それゆえ、分子の移動を促
進する。可塑剤は、通常、ポリマーの加工性、可撓性および伸展性を増加させるために使
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用される。可塑剤は、また、そうしなければ微生物の増殖などの生体反応に利用される水
と結合することによって、食品系の水分活性を低下させる。食品用途に一般に使用される
例示の可塑剤としては、以下に限られないが、水、多価アルコール（例えば、ソルビトー
ル、マンニトール、マルチトール、グリセロールおよびポリエチレングリコール）、アラ
ビアガム、水素化デンプン加水分解物およびタンパク質加水分解物が挙げられる。好まし
い実施の形態において、可塑剤はグリセロールである。さらに別の好ましい実施の形態に
おいて、可塑剤は水素化デンプン加水分解物である。
【００２１】
　本発明のさらに別の実施の形態は、前記組成物の約１５から約９０質量％、好ましくは
約２０から約８０質量％、さらにより好ましくは約２５質量％から約６０質量％、なおさ
らに好ましくは約３０から約５０質量％の量の線維性タンパク質；前記組成物の約５から
約３５質量％、好ましくは約１０から約３０質量％、より好ましくは約１５から約２５質
量％の量の吸水性ポリマー；前記組成物の４０質量％まで、好ましくは約５から約４０質
量％、好ましくは約１０から約３５質量％、より好ましくは約１５から約３０質量％の可
塑剤、および前記組成物の約１から約２０質量％、好ましくは約２から約１８質量％、よ
り好ましくは約５から約１５質量％の水を含む混合物であるペット向け噛み物組成物に関
する。好ましい実施の形態において、前記ペット向け噛み物組成物は、この組成物の約５
質量％未満、好ましくは約４質量％未満、より好ましくは約３質量％未満の量でデンプン
を含有する。この組成物は、好ましくは押出しにより、熱可塑化され、成形されて、ペッ
ト向け噛み物製品を形成する。このペット向け噛み物製品が射出成形により形成されるこ
とが好ましい。本発明のペット向け噛み物を、圧縮成形、成形を行わない押出し、または
打錠技法によって調製しても差し支えないことが、当業者に容易に認識されるであろう。
【００２２】
　前記ペット向け噛み物に使用されるタンパク性材料の性質は、それらの可溶性およびテ
キスチャー特性を改善して、口腔ケアの利益および動物の安全性を向上させるために、化
学的および物理的相互作用（例えば、タンパク質／タンパク質および吸水性ポリマーを含
む他の材料との）に施される。動物の安全性は、全ての分野における危険性を最小にする
製品設計によって達成される。テキスチャーの制御により、歯の破砕の危険性が最小にな
る；咀嚼による制御された製品サイズの減少により、息詰まりの危険性が減少する；優れ
た溶解度／消化性により、腸閉塞の危険性がなくなる。
【００２３】
　このペット向け噛み物組成物は、脂肪、調味料、保存料、栄養素、および／または着色
料からなる群より選択される追加の成分を少なくとも１つ含有してもよい。ここに用いた
ように、脂肪は、食用油を含み、室温で液体脂であることが好ましい。例示の脂肪として
は、トウモロコシ油、大豆油、ピーナッツ油、綿実油、ブドウ種子油、ヒマワリ油、アマ
ニ油（並びにオメガ３およびオメガ６脂肪酸の他の供給源）、植物油、パーム核油、オリ
ーブ油、獣脂、豚油、ショートニング、バターおよびそれらの組合せが挙げられる。好ま
しい実施の形態において、脂肪は植物油である。脂肪が存在する場合、脂肪は、一般に、
ペット向け噛み物組成物の約１から約２０質量％、好ましくは約１．５から約１０質量％
、より好ましくは約２から約５質量％の範囲にある。調味料は周知であり、どの調味料お
よびそのような調味料の全ての使用が本発明に包含される。他の成分、例えば、離型剤、
安定剤、および乳化剤が前記組成物に含まれてもよい。
【００２４】
　本発明のペット向け噛み物は、超臨界流体が噛み物のマトリクス内で気体に転化された
後に、前記組成物の全体積の５～５５％を占めるような量の超臨界流体を含有することが
好ましい。本発明の結果として得られる噛み物の所望の密度に応じて、超臨界流体の様々
な量が考えられる。超臨界流体が占める本発明のペット向け噛み物の全体積は、以下に限
られないが、以下の量のいずれであっても差し支えない：超臨界流体が噛み物のマトリク
ス内で気体に転化された後に、全体積の５～５０％、全体積の１０～５０％、全体積の１
５～４０％、全体積の２０～３５％、全体積の５～１０％、全体積の１０～１５％、全体
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積の１５～２０％、全体積の２０～２５％、全体積の２５～３０％、全体積の３０～３５
％、全体積の３５～４０％、全体積の４０～４５％、全体積の４５～５０％、および全体
積の５０～５５％。
【００２５】
　１つの実施の形態において、前記ペット向け噛み物組成物は、０．０５～０．２５質量
％の量の超臨界流体を含有してよいのに対し、この量は、超臨界流体が気体に転化された
ときに、この組成物の全体積の５～５５％を占めるのに十分な量の超臨界流体であろう。
以下に限られないが、約０．０５質量％から０．１質量％；０．０５質量％から０．１５
質量％；０．１質量％から０．１５質量％およびそれらの間並びに先に挙げられたより大
きい範囲内の任意の量を含む超臨界流体の様々な量が考えられる。いくつかの用途におけ
る超臨界流体の量は、約２５％の体積を占めるのに十分であろう；０．１０質量％、一方
で、この量は、約１５％の体積；および約０．０５％、５％の体積、またはそれらの間並
びに先に挙げたより大きい範囲内の任意の範囲を占めるのに十分であろう。この実施の形
態において、超臨界流体が窒素であることが好ましい。以下に限られないが、ＣＯ2など
の、窒素以外の超臨界流体が利用される代わりの実施の形態において、本発明の製品の特
定の所望の体積を占めるために、超臨界流体の量を変えてもよい。
【００２６】
　ある実施の形態において、前記熱可塑性組成物は、歯垢および歯石の除去のための活性
成分、および息を爽快にするためと一般的な口腔衛生のための物質も含有してもよい。
【００２７】
　本発明のペット向け噛み物は、噛む楽しみおよび長続きを改善するための高い可撓性お
よび弾性特性を示す。この製品は、反復した咀嚼下において制御された様式で壊れるよう
に設計されている。ペット向け噛み物のテキスチャーは、動物の安全性、口腔ケアの有効
性、楽しみおよび長続きの適切なバランスを確実にする。さらに、機械的応力下での本発
明のペット向け噛み物の破壊または破砕は、そのまま飲み込むことができ、息詰まりと消
化管閉塞の危険性を増加させ得る大型片の放出を避けるために制御される。
【００２８】
　本発明の実施の形態において、本発明のペット向け噛み物の表面粗さは、超臨界流体を
その中に含んでいないペット向け噛み物と比べた場合、大きい。表面粗さは、内部の断面
区域の表面テキスチャーを称し、この区域は、咀嚼作用に伴う下方の噛み付きと上方の引
き上げの最中に、歯と表面接触する。本発明の実施の形態において、超臨界流体を有する
本発明のペット向け噛み物は、超臨界流体をその中に含んでいないペット向け噛み物と比
べた場合、類似の可撓性、硬度および弾性特性を示す。本発明のペット向け噛み物のレシ
ピまたは配合は、硬度、弾性、および可撓性が変わるように変更してもよいことが好まし
い。別の実施の形態において、本発明のペット向け噛み物は、超臨界流体をその中に含ん
でいないペット向け噛み物と比べた場合、より軟質のテキスチャー特性を有する。
【実施例】
【００２９】
　実施例１　本発明のペット向け噛み物組成物の配合：
【００３０】
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【表１】

【００３１】
　最終製品の水分活性は０．２～０．８５に及ぶ。それに加え、様々な最終製品のテキス
チャーを得るために、個々の成分レベルおよび液体対粉末の比を変えてもよい。さらに、
成分を代替品と交換することによって、異なる最終製品のテキスチャーをもたらしてもよ
い。例えば、１００ブルーム強度のゼラチンの代わりに、２００ブルーム強度のゼラチン
を使用すると、より堅い製品が得られるであろう。
【００３２】
　実施例２　ペット向け噛み物組成物の配合：
【００３３】
【表２】

【００３４】
　実施例３　さらに別のペット向け噛み物組成物の配合：
【００３５】
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【表３】

【００３６】
　実施例４　別のペット向け噛み物組成物の配合：
【００３７】
【表４】

【００３８】
　実施例５　別の好ましいペット向け噛み物組成物の配合：
　ペット向け噛み物の製品性能は、歯垢と歯石の減少、息の爽快さ、長続き、対になった
優先傾向により測定される美味しさ、溶解度、硬度を含むテキスチャー属性、密度、弾性
、脆さ、吸水容量、および溶解速度を含む数多くの基準に対して測定される。
【００３９】
　テキスチャー測定は、２５０～５００ｋｇのロードセルを備えたＴＡ．ＨＤｉ　Ｔｅｘ
ｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ（ニューヨーク州、スカーズデール所在のＴｅｘｔｕｒｅ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ．）で行った。一軸圧縮または破壊試験に、直径５
ｍｍの円柱プローブを使用し、試験は２５℃の室温で行った。Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ．からのＴｅｘｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔソフトウェア（バー
ジョン２．１２）を使用して、データを収集した。２つの異なる一軸圧縮または破壊試験
を行った。これらの試験は、イヌによる試験サンプルの噛み付き咀嚼に最もよく似ている
ので、選択した。
【００４０】
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　圧縮分析パラメータは以下のとおりである。Ｗｏｒｋ（Ｗ）は、仕事量の推量として定
義され、したがって、製品の靭性を示す。強靱な製品は、それほど強靱ではない製品より
も高い仕事量値を有する。前記面積は、製品を壊すために製品に印加しなければならない
「力」すなわち荷重を示す。その曲線の下の面積は靭性を表す。このように表される「Ａ
ｒｅａ」単位は、Ｎ＊ｍｍとしてｘ軸当たりのｙ軸の乗算に由来する。「Ａｒｅａ」をＷ
ｏｒｋ－Ｗ－（Ｆ／ｄ）に変換するために、０．１０２０４０８ｍ2／ｍｍ／ｓ2を乗じる
。
【００４１】
　Ｍａｘ　Ｆｏｒｃｅ（Ｎ）は、製品の硬度を克服するために必要な力の最大量として定
義される。通常、硬質製品は、高い縦座標（ｙ軸）値に関連付けられる。このように表さ
れる「Ｆｏｒｃｅ」単位は、ｋｇで表される質量との直接的な関連付けに由来する。「Ｆ
ｏｒｃｅ」を「Ｍａｘ　Ｆｏｒｃｅ」－Ｎ－に変換するために、９．８１ｍ／ｓ2（重力
加速度）を乗じる。
【００４２】
　Ｔｒａｖｅｌ（ｍｍ）は、ピーク力に達する点（距離）として表される。それゆえ、そ
れは、最大力に達するのにプローブがどれだけ移動したかの測定値に寄与する、弾性に加
えた、靭性と硬度との間の組合せとして、製品の抵抗に匹敵する。より大きい移動値が、
より弾性の製品を表す。破壊抵抗は、移動値に正比例する。
【００４３】
　Ｌｉｎｅａｒ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ（ｍｍ）は、全ての軌跡点を結ぶように引かれた想像
線の長さを測定することによって計算される。この寸法は、砕けやすい凝集製品属性を記
述する。これは、脆い製品がより鋭い先端を生じ、より大きい直線距離となる脆性の直接
の評価である。
【００４４】
　製品サンプル全体を使用して、硬度、靭性、弾性、靭性の値を決定した。Ｔｅｘｔｕｒ
ｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓにより提供されたＴＡ．ＤＨｉにより観察されるように、
ベース基盤を使用して、力／距離を測定した。製造し、試験した例示の製品サンプルが図
５に示されている。
【００４５】
　ナイフが１回にサンプルの骨の長さに沿って１つの位置に接触するように、サンプルを
基盤の中心に置いた。選択した位置には、ブラシの頭部が含まれた。サンプルは、平らな
基盤表面上に側面を置いた状態で寝かせたまま、その位置で９０°の角度でナイフと接触
する。図５に、ペット向け噛み物のブラシ頭部、シャフトとブラシ頭部の接続部およびシ
ャフトの端部での節がはっきりと見える。
【００４６】
　溶解度
　ペット向け噛み物の溶解度／消化性のインビトロ測定を使用して、ペット、特にイヌの
消化管中で可溶化するまたは消化されるであろうペット向け噛み物の量を示してもよい。
実施した試験はペット向け噛み物製品の一部または全体に基づく。異なる配合を正確に比
較できるように、特定のサイズの部分または片、例えば、３２グラムのペット向け噛み物
部分を使用してもよい。その結果は、インビトロ消失(in vitro disappearance)（ＩＶＤ
）のパーセント（％）として表される。溶解度の測定は、特定量の製品を、ペットの胃と
腸の環境に相当する数多くの溶液に曝露することによって行われる。一般に、胃の環境は
比較的酸性であり、腸環境は、胃と比べると、比較的よりアルカリ性である。その製品を
これらの環境に曝露した後、残ったどの製品も濾過し、乾燥させた。この残された製品を
秤量し、初期製品の質量と比べる。ＩＶＤパーセントは、初期製品の質量と比較した溶解
製品の質量の百分率である。溶解度試験が、下記にさらに記載されている。
【００４７】
　使用した溶液：
　リン酸塩緩衝液、０．１Ｍ、ｐＨ６．０の溶液：　２．１グラムの無水リン酸二ナトリ
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ウムおよび１１．７６グラムのリン酸一ナトリウム一水和物を１リットルの容量フラスコ
内で溶解させ、蒸留／脱イオン（ｄｄ）水で所定の容積にした。
【００４８】
　ＨＣｌ溶液：　５００ｍｌのｄｄ水を収容する１リットルの容量フラスコに１７．０ｍ
ｌの濃ＨＣｌを加え、ｄｄ水で所定の容積にした。２５０ｍｌのリン酸塩緩衝液に１００
ｍｌのＨＣｌ：ペプシンを加えた場合、ｐＨは２．０に近づくはずである。これを行う方
法の１つは、８５０ｍｌの０．１ＮのＨＣｌ＋１５０ｍｌの１ＮのＨＣｌを使用して、１
０００ｍｌのＨＣｌ貯蔵液にすることである。２５０ｍｌのリン酸塩緩衝液に１００ｍｌ
のＨＣｌ：ペプシンを加えた場合、この溶液のｐＨは約１．９～２．０である。
【００４９】
　ＨＣｌ：ペプシン溶液：　適量のペプシン（Ｓｉｇｍａ　Ｐ－７０００、ペプシンの量
は、試験されているサンプルサイズに依存する。手法の工程６での最終混合物において、
１グラムのサンプル当たり０．０１グラムのペプシンを得なければならない。例えば、３
０グラムのサンプルには、０．３グラムのペプシンが使用されるであろう）を１リットル
の容量フラスコに入れ、上述したように調製したＨＣｌ溶液で所定の容積にした。
【００５０】
　クロラムフェニコール溶液：　０．５グラムのクロラムフェニコール（Ｓｉｇｍａ　Ｃ
－０３７８）を１００ｍｌの容量フラスコ内で９５％のエタノールにより所定の容積にし
た。
【００５１】
　水酸化ナトリウム溶液、０．５Ｎ：　２０グラムのＮａＯＨを１リットルの容量フラス
コ内でｄｄ水により所定の容積にした。
【００５２】
　リン酸塩緩衝液、０．２Ｍ、ｐＨ６．８の溶液：　１６．５グラムの無水リン酸二ナト
リウムおよび１１．５６グラムのリン酸一ナトリウム一水和物を１リットルの容量フラス
コ内で溶解させ、蒸留水で所定の容積にした。
【００５３】
　パンクレアチン：リン酸塩緩衝液：　適量のブタのパンクレアチン（Ｓｉｇｍａ　Ｐ－
１７５０、酵素の量は、試験されているサンプルサイズに依存する。工程８での最終混合
物において、１グラムのサンプル当たり０．０５グラムのブタのパンクレアチンを得なけ
ればならない。例えば、３０グラムのサンプルには、１．５グラムのパンクレアチンが使
用されるであろう）を５００ｍｌの容量フラスコ内で溶解させ、０．２Ｍ、ｐＨ６．８の
上述したように調製したリン酸塩緩衝液で所定の容積にした。
【００５４】
　手法例
１．　番号の振られたダクロン（登録商標）織物片を５７℃のオーブン内に一晩入れ、翌
日に秤量する。
２．　サンプルを三角フラスコに計り入れる。（ＩＶＤ％の計算中の水分損失を考慮する
ために、追加のサンプルを秤量して、残留物と共に対照として乾燥させる）。各フラスコ
に２５０ｍｌの０．１Ｍ、ｐＨ６．８のリン酸塩緩衝液を加える。
３．　各フラスコに１００ｍｌのＨＣｌ：ペプシン溶液を加える。混合物のｐＨが約２で
あることを確認する。必要であれば、ＨＣｌで調節する。
４．　各フラスコに５ｍｌのクロラムフェニコール溶液を加える。
５．　フラスコに栓をする。穏やかに混合する。６時間に亘り３９℃でインキュベーショ
ンする。振盪水浴を使用して定期的に混合し、溶液中に製品を沈降したままにしながら、
サンプルをフラスコ内で一定に動かす速度を設定する。
６．　インキュベーション後、混合物の最終ｐＨを６．８に到達させるのに十分な０．５
Ｎの水酸化ナトリウム溶液を各フラスコに加える。
７．　各フラスコに１００ｍｌのパンクレアチン：リン酸塩緩衝液を加える。穏やかに混
合する。
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８．　フラスコに栓をする。１８時間に亘り３９℃でインキュベーションする。振盪水浴
を使用して定期的に混合し、溶液中に製品を沈降されたままにしながら、サンプルをフラ
スコ内で一定に動かす速度を設定する。
９．　工程１からの「ダクロン」織物の秤量片に通してサンプルを濾過する。ｄｄ水で３
回濯ぐ。一定質量に到達するまで、５７℃に維持する。
１０．　下記の段階でｐＨを記録する：
ａ．　工程４。
ｂ．　６時間の消化後。
ｃ．　工程７のＮａＯＨ溶液の添加後。
ｄ．　パンクレアチン：リン酸塩緩衝液の添加後。
ｅ．　２４時間後。
【００５５】
　計算：

【００５６】
　特定の実施の形態において、ペット向け噛み物組成物は、最大３２グラム片に基づいて
少なくとも６０％のＩＶＤ、好ましくは少なくとも７０％のＩＶＤ、より好ましくは少な
くとも７５％のＩＶＤの溶解度を有する（ペット向け噛み物が３２グラム未満の場合、通
常、所定のグラム質量の１つの噛み物製品が使用される。現実的な測定値のために３２グ
ラムより大きい片を使用することは推奨されない。もちろん、分析される塊片は、溶解度
の数値の比較を行うために実質的に同等である必要があることが当業者に認識されるであ
ろう）。本発明のペット向け噛み物の溶解度は１００％に近いかもれしないが、溶解度は
、一般に、約６０から約９５％のＩＶＤの範囲にあるであろう。ここに記載されたように
押出しおよび射出成形により実施例２の配合物から製造されたペット向け噛み物の溶解度
は、約８５％のＩＶＤであった。
【００５７】
　好ましい実施の形態において、加工材料が超臨界流体に曝露された場合、結果として得
られたペット向け噛み物のＩＶＤは、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物と
比べると、約５から約１０％の範囲で増加したＩＶＤを有する。本発明のペット向け噛み
物の増加したＩＶＤは、以下に限られないが、５～１５％、５～２０％、５～２５％、１
０～２５％、１５～２５％、および２０～２５％などの範囲を含む、５～２５％高いＩＶ
Ｄ範囲も有し得る。一般に、本発明のペット向け噛み物のＩＶＤは、超臨界流体の量が増
加するにつれて、増加する。
【００５８】
　押出し
　好ましい実施の形態において、本発明による製品を製造するために、押出し、好ましく
は、ペレットの製造のための二軸スクリュー押出しが使用されることがある。その後、ペ
レットは溶融され、押出後成形により、好ましくは射出成形により、特定の形状に形成さ
れる。射出成形後、製品の個々の片は、ばりを除去するために切り取られ、その後、包装
の前に冷却される。
【００５９】
　図１は、本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方法の略図を示している
。図１に示されるように、成分の混合から完成製品の包装までの製造プロセスは、連続的



(13) JP 6342909 B2 2018.6.13

10

20

30

40

50

に行われる。粉末成分をミキサ内で約５～３０分間に亘り混合する。その後、粉末成分の
均一な混合物を押出機、好ましくは、二軸スクリュー押出機に投入する。粉末用入口の下
流に、液体成分を加えて、粉末成分と液体成分の混合物を、熱と剪断の存在下で、均一に
可塑化された成形可能塊に転換させる。このプロセス中、押出可能塊は、押出機のバレル
内の温度上昇により調理もされる。押出機のバレルの温度プロファイルは、中でも、組成
、圧力、押出機のバレル内の滞留時間、スクリュープロファイル、スクリュー速度および
剪断速度により決まる。
【００６０】
　押出機の区域内の温度と剪断は、十分な熱可塑化を提供するように設定される。これは
、中間区域の約８８℃から約１４１℃の範囲の温度およびバレルの両端でのそれより低い
温度で行われるであろう。もちろん、中間区域でそれより高い温度を使用してもよい。
【００６１】
　このように、押出機に沿ったエネルギーと水分の随意的な放出を可能にするために、バ
レルに亘り温度を制御することができる。ほとんどの調理が押出機のバレル内部で押出可
能塊に行われる場合、加工部分の終わりに、通気／真空スタッファーを使用することによ
って、強制通気を行ってもよい。
【００６２】
　押出機の出口では、押出物は、小さいオリフィスを備えたダイに押し通される。ダイの
直後で、押出物は、小さいダイの開口により負わされる制限のために、圧力と温度の上昇
に曝露され、それゆえ、ペレットの品質を保証するために、追加の冷却の使用が益々重要
になる。
【００６３】
　押出機のダイを出た後、可塑化された押出物は、少なくとも１つの刃を備えた表面カッ
ターによりダイの表面で小さなペレットへと切断される。このカッターの回転速度は、押
出物の流動特性に加え、ペレットのサイズ要件に応じて調節されるであろう。ダイの出口
での製品の温度は、約８２℃から約９５℃に及ぶことがあり、約８５℃であることが最も
好ましい。
【００６４】
　切断後、ペレットは、移動コンベヤ上に置かれて、ペレットは押出機の出口から離れる
ように運ばれる。このプロセスも、ペレットの冷却を促進させて、固化が防がれ、これに
より、プロセス順序におけるその後の脱凝集工程の必要性が低下する。コンベヤは周囲温
度に維持されてもよいが、冷却時間を減少させるために、冷気の強制空気循環を適用して
、急激な冷却を行ってもよい。
【００６５】
　配合、速度および冷却の程度に応じて、ペレットが互いにくっついて、一定しないサイ
ズの凝集塊を形成することがある。これらの凝集塊は、定常かつ安定な射出成形プロセス
を確実にするために、脱凝集を行うことによって、サイズを減少させなければならない。
【００６６】
　冷却と脱凝集後、ペレットを射出成形に搬送し、そこで、最終製品形状が達成される。
【００６７】
　代わりの製造プロセスが図２から分かる。図２は、ペレットが、射出成形に使用される
十分前に製造される、本発明によるペット向け噛み物製品を製造する別の例示の方法の略
図を示している。
【００６８】
　混合、押出し、冷却および脱凝集の各工程は、上述したもの（図１参照）に似ているか
もしれないが、図２に示される代わりの製造プロセスにおいて、ペレットは、冷却または
脱凝集の際に、適切な容器に包装される。包装に関して、貯蔵と運搬のために、トート、
サック、スーパーサック、樽、カートンなどを使用してもよい。包装の選択は、中でも、
ペレットの包装特性、環境と安全性の規則、取扱／輸送要件、使用頻度およびサイズによ
る。
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【００６９】
　ペレット容器は、目的の用途に適しており、昆虫、鳥、埃、温度と湿度の変動、日光へ
の曝露、容器からの芳香および風味の移り／にじみなどの外部要素からそれらの内容物を
保護するのに十分に不活性でなければならない。
【００７０】
　射出成形の前に、貯蔵または輸送中に容器内でペレットの集塊化または凝集が観察され
る場合、凝集塊を再び個々のペレットへとバラバラに壊すために、余計な脱凝集プロセス
が必要とされることがある。脱凝集の際に、下記に記載するような射出成形によって、ペ
レットは最終製品形状に成形される。
【００７１】
　図９および１０に示されるプロセスの好ましい変形において、射出成形プロセスの前ま
たは最中のいずれで、超臨界流体が押出製品に加えられる。この変形に使用できる様々な
方法のより詳細な説明が下記に与えられている。超臨界流体の使用および温度と圧力のパ
ラメータの制御により、最終製品において都合よい気泡または発泡が形成されることが分
かるであろう。
【００７２】
　図３は、本発明によるペット向け噛み物製品を製造する例示の方法のさらに別の略図を
示している。図３に示されるプロセスは、高剪断ミキサ内で粉末成分と液体成分を一緒に
混ぜ合わせて、均一塊を形成している。図３に示されたプロセスによれば、ペレット製造
工程は、均一塊を射出成形機のバレルに直接投入することによってもなくされる。
【００７３】
　図１１に示されたプロセスの好ましい変形において、超臨界流体は、射出成形プロセス
の前または最中に混合製品に加えられる。下記に注記されるように、気泡のサイズと密度
は、最終完成製品において、所望の濃度およびサイズの気泡が生じるように制御されるこ
とが好ましい。
【００７４】
　射出成形後、その製品は冷却され、製品上の過剰の材料が除去されるばり取りプロセス
が行われる。ばり取りは、振動ホッパー、振動テーブルおよび／またはタンブラーの内部
での製品の振動によって行ってもよい。
【００７５】
　射出成形
　図４は、本発明によるペット向け噛み物製品を調製するために使用されることがある射
出成形プロセスの説明図を示している。射出成形プロセスのための材料が、ペレットの形
態で容器１内に送達されることがある。時々、輸送、載荷圧力および処方の性質のために
、ペレットは、一緒に集塊化し、大きい粘着ブロックを形成する傾向にある。それゆえ、
必要であれば、各容器を脱凝集装置２に送って凝集塊を壊し、個々のペレットを分離して
、射出成形機４への投入を可能にする。個々のペレットは、容器３内に収集され、成形の
ための射出成形機に繋がる供給機５に真空供給される。
【００７６】
　ペレットが射出成形機のスクリュー６に亘り搬送されながら、そのスクリューにより生
じる高温、剪断および圧力により、固体のペレットが溶融製品へと転換され、これを、成
形型７中に射出し、形状をとることができる。溶融製品は、スプルーおよび／またはマニ
ホールド、ランナーおよび／またはノズル、次いでキャビティを通って移動して、最終製
品形状を形成する。一旦、ショットが完了すると、射出スクリューは、引っ込められ、次
のショットのための溶融製品が補充される。
【００７７】
　射出成形機が充填されているときに、キャビティ内で形成された製品は、必要に応じて
、冷却または加熱されて、製品を冷却および／または硬化する。所望の冷却または硬化時
間が一度達成されたら、成形型が開き、製品が、製品の背面への突き出しピンによりキャ
ビティから解放される。成形された製品は、機械式コンベヤ上に落とされ、それらの製品
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は、その後、冷却のために収集される。ランナーが存在する場合、ランナーは除去され、
成形製品は、冷却テーブル上に広げられて、骨の温度が、包装前に周囲温度に到達させら
れる。例示の成形ペット向け噛み物が図５に示されている。
【００７８】
　下記により詳しく説明されるように、図１２に示されたプロセスの好ましい変形におい
て、超臨界流体をいくつかの地点でプロセスに加えることができる。最初に、いくつかの
変形は、超臨界流体を、押出プロセス中に押出機のバレルに加える。もちろん、圧力と温
度のパラメータは、その流体の超臨界性質が所望のように維持されるように制御されるこ
とを確実にするために注意する。他の変形は、超臨界流体を、押出機から射出成形装置に
通過する混合材料に加える。他の変形は、超臨界流体を射出成形機内の材料に加える。温
度と圧力の操作から生じるセルの核形成および膨張をどの所望の位置またはどの所望の時
点で行って、発泡製品を製造しても差し支えないことが理解されよう。
【００７９】
　成形製品の形成のための例示の射出成形プロセスのパラメータが表５に示されている。
【００８０】
【表５】

【００８１】
　配合物の熱可塑化を達成するためにパラメータが制御される限り、配合物の成分を単に
混ぜ、射出成形機に直接入れることも可能である。
【００８２】
　本発明の別の態様において、表１～４に示された配合物のいずれか1つを使用して、本
発明のペット向け噛み物またはおやつを製造する。最初に、油を含まない液体成分を一緒
に混ぜ合わせ、所望の温度、好ましくは５０°Ｆ（－１０°）未満に維持する。乾燥成分
もミキサに加え、一緒に混ぜ合わせる。次いで、液体成分の混合物と油を乾燥成分のブレ
ンドに多段階で加えて、マッシュを生成する。溜まり(pooling)を回避し、液体を均一に
分配するために、多段階が使用される。成分の全てが加えられ、一緒に均一に混合された
後、結果として得られたマッシュを、射出成形機に後で搬送するためにサージタンクに移
すか、または混合プロセスが完了した後に射出成形機に直接搬送する。ここに記載したよ
うに、発泡噛み物またはおやつを製造する場合、超臨界流体を溶融物に加えるか、または
注入し、温度と圧力のパラメータを制御して、セルの核形成と膨張が望ましくなるまで、
流体の超臨界状態を維持する。その際に、最終製品の所望の気泡サイズおよび気泡濃度を
生じるために、温度と圧力のパラメータが変えられるか、または操作される。この操作は
、実際の射出成形プロセスの前または最中に行っても差し支えない。
【００８３】
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　本発明の噛み物およびおやつは、任意の所望のサイズおよび／または形状のものとする
ように形成することができる。好ましい形態において、体積は０．１５～８立方インチ（
約２．４６～１３１ｃｃ）に及び、幅は８～２５ｍｍに及び、高さは１４～４０ｍｍに及
び、長さは５２～１５３ｍｍに及ぶ。
【００８４】
　典型的な水分活性は、０．４５～０．６５の間、より好ましくは０．４８～０．６２の
間、さらにより好ましくは０．５２～０．５９の間に及ぶ。
【００８５】
　本発明の特に好ましい形態において、上述した配合物は、下記に記載するように超臨界
流体に接触させられる。そのような配合物を超臨界流体と接触させると、本発明の製品に
多くの有益な特徴が与えられる。例えば、上述した配合を有するが、下記に記載されるよ
うに超臨界流体と接触されたおやつおよび噛み物は、表面構造との増加した相互作用並び
に発泡製品の分断された内面のために、増加した口腔ケア特性を示す。この増大した口腔
ケアは、歯、歯肉、頬の内側、および口蓋を含む口中に明白となる。製品の表面は、超臨
界流体に曝露されていないまたは接触していない類似のおやつ組成物よりも、粗いまたは
変化に富むテキスチャーを有する。これは、超臨界流体により形成された微小気泡の存在
のためである。その上、気泡が崩壊したときに、それらは、製品の断片が口とその中の部
分と接触し、相互作用する表面積の増加を与える。気泡の濃度と分布は、気泡の濃度と分
布が増加するときに、有益な影響も増加するようにこれらの性質の各々に影響する。さら
に、ここに記載されたような製品を噛み、咀嚼することにより生じる噛む機構および改善
された構造のために、下方に噛むことと上方に引き抜く際に、摩擦も増加する。
【００８６】
　本発明の他の利点としては、類似の配合を有するが、超臨界流体と接触していないおや
つまたは噛み物と比べて高い消化率が挙げられる。より高い消化率のために、糞便も改善
される。最後に、前記おやつおよび噛み物は、超臨界流体により生じる微小気泡のために
、同様のサイズと配合のおやつおよび噛み物と比べて少ないエネルギーを有する。
【００８７】
　一般に、セル（または気泡）は、０．０５から２００μｍ、より好ましくは０．１から
１５０μｍ、さらにより好ましくは１から１００μｍ、さらにより好ましくは２から８０
μｍの平均直径を有する。おやつ内のセル分布は実質的に均一であることが好ましい。こ
の文脈における実質的に均一は、一般に、セル密度が、おやつまたは噛み物の全体積の少
なくとも１０％を構成するおやつまたは噛み物の任意の部分に亘り１０％超で変動しない
ことを意味する。セル密度は、そのような任意の部分に亘り、より好ましくは７％超、さ
らにより好ましくは５％超、さらにより好ましくは３％超で変動しない。セル密度は、一
般に、２×１０4セル／ｃｃ超、好ましくは２×１０6から２×１０16セル／ｃｃ、より好
ましくは２×１０7から２×１０15セル／ｃｃ、さらにより好ましくは２×１０8から２×
１０14セル／ｃｃ、さらにより好ましくは２×１０9から２×１０13セル／ｃｃ、最も好
ましくは２×１０10から２×１０12セル／ｃｃである。そのようなセル密度およびセルサ
イズにより、ここに記載されたように、超臨界流体との接触を経験していないおやつと比
べた場合、おやつ当たりより少ないエネルギーおよびより少ない質量を有するおやつが得
られる。前記プロセスのパラメータは、従来のおやつと比べた場合、エネルギーと質量の
両方が少なくとも５％減少したおやつが得られるように設計されることが好ましく、その
減少がより好ましくは少なくとも１０％、さらにより好ましくは少なくとも１５％、さら
により好ましくは少なくとも２０％、さらにより好ましくは少なくとも２５％以上である
。
【００８８】
　本発明の実施の形態および態様を参照して記載されたように、超臨界流体を使用して、
空気混和操作を提供した場合に達成されるような、空気混和材料において極めて小さいセ
ルサイズおよびその高い密度を提供することにより、特に、以前の標準的なセル状または
微小セル状空気混和材料と比べた場合、得られる空気混和材料の大幅に改善された特性が
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もたらされる。本発明の目的について、空気混和および発泡は置き換え可能に使用される
。さらに、前記プロセスにより少ないおやつ形成材料が使用され、したがって、この材料
が節約され、そのコストが減少する。
【００８９】
　本発明の１つの態様によれば、空気混和した射出成形された動物向けおやつが提供され
る。一般に、非臨界状態にある、窒素または二酸化炭素などの気体が高圧弁を通じて高圧
チャンバに供給される。高圧チャンバ内の圧力は、使用される気体の臨界点より高い点に
設定されるか、または高圧チャンバは、臨界点より高い点まで圧縮機により加圧される。
同様に、高圧チャンバ内の温度は、使用されている気体の臨界点より高く設定されるか、
または高圧チャンバは、そのような点まで加熱される。圧力と温度が、使用される気体の
それぞれの臨界点を一旦超えたら、その気体は超臨界液体に転化される。高圧チャンバの
温度が、当該技術分野で公知の従来の手段によって制御可能であることが好ましい。例え
ば、高圧チャンバは、高圧チャンバ内の温度が、使用される液体／気体を超臨界状態に維
持するように調節し、維持できるような選択的な加熱と冷却によって、サーモスタット制
御できる。次いで、表１～４におけるレシピと類似のレシピを使用して製造されたものな
どの高分子おやつを、その中に超臨界流体を有する高圧チャンバに入れる。次いで、その
おやつを、おやつの厚さ、密度、および硬度、並びにセルの核形成と、結果として生じる
発泡の所望の量に応じる期間に亘り高圧チャンバ内に残す。所望の量の時間が一旦経過し
たら、高圧チャンバを開け、そこからおやつを取り出す。次いで、高圧チャンバから取り
出した後の周囲室内条件を仮定すれば、圧力と温度の結果として、セルの核形成および膨
張、すなわち発泡がおやつ内に急激に生じる。一般に、発泡時間は、１秒から１５分、よ
り好ましくは３０秒と１０分の間、さらにより好ましくは４５秒と５分の間、最も好まし
くは１分と３分の間に及び得る。おやつ内のセルのサイズと密度または濃度は、高圧チャ
ンバ内のおやつの滞在時間並びにおやつの硬度または浸透性を操作することによって調節
できることが認識されるであろう。エネルギーと質量の両方における所望の量の減少が、
そのプロセスに使用される超臨界流体の量、おやつの硬度、高圧チャンバ内の滞在時間、
および高圧チャンバ内の温度に直接関連することが、当業者にさらに理解されよう。
【００９０】
　超臨界流体として二酸化炭素を使用する場合、本発明のプロセスは、３１．１℃超の温
度および１０７１．３ｐｓｉ（約７．３８７ＭＰａ）超の圧力で行う必要がある。所望の
おやつまたは噛み物の特徴に応じて、それより高い温度と圧力を使用しても差し支えない
ことが認識されよう。この流体を超臨界状態に維持するために、温度と圧力は臨界点より
高くなければならないことが重要である。臨界温度および圧力は、各流体について、当該
技術分野で公知である。
【００９１】
　超臨界流体として窒素を使用する場合、本発明のプロセスは、－１４７℃超の温度およ
び４９３ｐｓｉ（約３．３９９ＭＰａ）超の圧力で行う必要がある。所望のおやつの特徴
に応じて、それより高い温度と圧力を使用しても差し支えないことが認識されよう。この
流体を超臨界状態に維持するために、温度と圧力は臨界点より高くなければならないこと
が重要である。臨界温度および圧力は、各流体について、当該技術分野で公知である。
【００９２】
　本発明の別の態様において、連続プロセスを使用して、本発明による犬用おやつが製造
される。そのようなプロセスにおいて、押出機を使用して、多量の押出しされた動物向け
おやつ形成材料を高圧チャンバに供給し、そこで、その材料は超臨界流体と接触させられ
る。押出機のバレルを出た後、その材料は、中に超臨界流体を有するチャンバに供給され
る。そのチャンバは中に超臨界流体を含み、そのチャンバ内の環境は、超臨界流体を所望
の状態に維持する条件下に維持される。次いで、その材料を、上述したように、材料の所
望のレベルの発泡を生じる速度でチャンバに通して進める。いくつかの実施の形態におい
て、製品流は、連続シートとしてチャンバに供給され、そのチャンバを前進する速度は、
一連のローラにより制御される。それらのローラが定温に維持されることが好ましい。い
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くつかの実施の形態において、超臨界流体が、超臨界レベルまで加圧され加熱された後に
、そのチャンバに供給される。押出物が一連のローラを通って移動するときに、超臨界流
体および押出物が流体／押出物系を形成し、押出物が、そのチャンバを離れるときに流体
により効果的に飽和されるように、十分な流体が供給される。押出物が一度そのチャンバ
を出ると、周囲温度と圧力に曝され、それにより、流体／押出物材料内でセルの核形成と
膨張が生じる。次いで、セルのさらなる膨張が望ましい場合、押出物は加熱され、それに
よって、押出物材料をさらに発泡させる。もちろん、その発泡プロセス後に、押出物をさ
らに加熱または処理しても差し支えない。上述したように、そのプロセスは、所望の特徴
を有する製品を形成するために、セル密度とサイズを制御するように操作することができ
る。
【００９３】
　本発明の別の態様によれば、所望のレベルまで超臨界流体で飽和した押出物を製造する
ために、材料が押出プロセスを進むときに超臨界流体が材料に加えられるように、選択さ
れた地点で押出物流に超臨界流体が供給される。押出物が押出機のバレルを出るときに、
押出物がダイに供給され、次いで、チャンバに搬送され、そこで、その中に維持される亜
臨界状態のために、発泡が行われる。チャンバ内の圧力は、押出機のバレルの出口でのレ
ベルよりも低いレベルに維持され、流体／高分子材料がチャンバに入る際に圧力が降下す
るので、その材料内にセルの核形成およびある程度の膨張が生じる。さらなる膨張が望ま
しい場合、材料は加熱される。ここに記載された他の態様に関するように、核形成および
膨張の量は、所望の特徴を有する生成物が製造されるような様々なパラメータにより制御
できる。
【００９４】
　本発明の別の態様において、スタンプ成形プロセスを使用して、動物向けおやつ形成材
料を発泡させることができる。一般に、スタンプ成形装置は、成形型形状またはキャビテ
ーションよび往復式成形型本体を備えている。この態様において、スタンプ成形装置は、
加圧可能チャンバ内に収容されている。そのチャンバ内の条件は、流体の超臨界状態が維
持されるように維持される。超臨界流体は、成形型キャビティと往復式成形型本体との間
に配置された、動物向けおやつ形成材料と共にチャンバに供給される。超臨界流体および
動物向けおやつ形成材料が、一旦、その材料を超臨界流体で適切に飽和させるのに十分な
時間に亘り接触されたら、往復式成形型本体が材料を成形型キャビティ中に押し込んで、
成形製品を成形型キャビティの形状にする。チャンバ内の圧力と温度は、材料がキャビテ
ィ内に押し込まれる直前、同時、または直後に、亜臨界、好ましくは周囲条件に調節／低
下させることができる。変化する条件のタイミングは、材料の発泡への所望の効果に基づ
いて、選択される。圧力と温度の条件が、材料をキャビティ中に押し込むことによって、
成形製品の形成と同時に低下させられる場合、材料内のセルの核形成および膨張は、製品
の成形と同時に行われる。そのような実施の形態において、その製品は超微小セル状構造
を有し、この製品は、１つの全体的な操作で、室温（周囲温度）で発泡と同時に形成され
る。
【００９５】
　図１３に示されるプロセスの好ましい変形において、おやつ形成材料は、押出プロセス
中に、押出バレル内で超臨界流体と接触させられる。これは、押出プロセス中に超臨界流
体を押出機に注入することによって行うことができ、この押出機内の条件は、流体を超臨
界状態に維持するように設計されている。そのような実施の形態において、超臨界条件は
、押出機を出るときに終わり、セルの核形成および膨張が急激に生じる。上述したように
、核形成および膨張は、押出機の出口ポート近くの圧力条件と温度条件の両方を操作する
ことによって、制御できる。例えば、押出機は、所望のセルの核形成および膨張の特徴を
達成するために個々の熱変化および／または温度変化をゆっくりと調節できるように、そ
の中の熱制御と圧力制御の両方を備えたチャンバに接続することができる。別の態様にお
いて、亜臨界気体は、押出プロセス中に押出機に注入することができ、温度と圧力は、そ
の気体を超臨界流体に転化させるのに必要なレベルを超える点にされる。その気体は、温
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度および／または圧力が臨界レベルを上回る点の前後いずれかで、押出機に注入すること
ができる。重ねて、核形成および／または膨張は、上述したように制御することができる
。別の態様において、その中に超臨界流体を有する押出物が成形型に射出される。この成
形型は、超臨界状態を維持する（例えば、空気圧縮または物理的な成形型の圧縮により）
ように設計することができ、成形型キャビティの膨張とその中の圧力が急激に減少したと
きに、セルの成長が起きる。これらの実施の形態の全てにおいて、押出機の混合スクリュ
ーは、押出物および超臨界流体の溶液を形成するのに役立つ。混合スクリューの回転によ
り生じる剪断は、超臨界流体の気泡を剪断方向に引き延ばし、スクリューの回転により壊
して、次第に小さい気泡を生成する。混合スクリューに不規則な羽根を使用すると、剪断
流線に対する気体／押出物界面の向きの変化を促進させ、それによって、その中で生じる
層流混合の効率を増加させることができる。
【００９６】
　いくつかの実施の形態において、剪断流線に対して気体／押出物の界面の向きを連続的
に変え、それによって、混合過程を向上もさせるスタティックミキサに、気体／押出物の
混合物が供給される。当該技術分野に公知のように、スタティックミキサの直径は、流量
を増加させ、気泡の表面張力の影響を克服するように、小さいべきである。一般に、より
多くの混合要素並びに小さい混合要素も好ましい。当該技術分野で公知のように、気体／
押出物の静的混合中、気泡中の気体分子は、各気泡を取り囲む押出物材料中にいくぶん拡
散する傾向にもある。しかしながら、二相気体／押出物混合物が中に導入される別個の拡
散チャンバ内で拡散も生じ得る。次いで、その混合物は、気体がその中の押出物中に拡散
するにつれて、拡散チャンバ内で完全な単相溶液になる。それによって生じた単相気体／
押出物溶液中の気体濃度は溶液中で実質的に均一であり、その溶液は効果的に均質である
。超臨界流体が均一かつ均質に押出物中に拡散し飽和しなければ、最終的に形成される発
泡構造は均一にならない。何故ならば、セル形態は、溶液中の局所気体濃度に強く依存す
るからである。そのような実施の形態において、次いで、拡散チャンバ中の均質かつ均一
な流体／押出物溶液は、より高い温度での流体／押出物溶液の低下した溶解度のせいで生
じる熱力学的不安定性のために、飽和溶液中で核形成されたセルを形成するように、その
加熱セクション内で加熱され、そこで、溶液が急激に加熱される（典型的な場合、温度は
、例えば、約１秒で約１９０℃から約２４５℃まで上昇することがある）。生じる溶解度
の低下が大きいほど、セル核形成速度が速くなり、核形成されたセルの数が多くなる。核
形成されたセルが押出機のバレル中で成長するのを防ぐために、高いバレル圧が維持され
る。次いで、核形成されたセルを有する溶液が、成形型の成形型キャビティ中に射出され
、成形型充填プロセス中のセル成長が、成形型キャビティ中の圧力を制御するために逆圧
を使用することによって、防がれる。上述したように、その逆圧は、遮断弁を通じて、加
圧下の空気のその供給源からの挿入により提供することができる。最後に、セルの成長は
、成形型キャビティが拡大されたときに、成形型キャビティの内部で生じ、その中の圧力
は急激に低下し、それによって圧力の不安定性を生じさせ、これがセルの成長を促進させ
る。
【００９７】
　したがって、成形型の拡大により、望ましい小さいセルサイズおよび高いセル密度を有
する成形・発泡物品が提供される。混合材料の層状流を生じる剪断場を提供するための混
合スクリューを使用することにより、次いで、小径の混合要素を選択された数で有するス
タティックミキサおよび拡散チャンバの両方を使用することにより、押出物材料の超臨界
流体により飽和が生じる。そのような飽和を提供するために要する期間は、より長い飽和
時間が必要な場合に可能ではないであろう比較的高い生産速度での連続運転を行うことが
可能であるように、先に論じた本発明の実施の形態に要する時間から減少させることがで
きる。
【００９８】
　本発明の別の態様において、射出成形チャンバに作動可能に接続された押出機を備えた
システムによって、射出成形された動物向けおやつが提供される。高分子動物向けおやつ
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形成材料が、押出機の入口に供給され、その押出機から成形チャンバに接続された密閉通
路を通り、その通路から成形チャンバに送られる。好ましい形態において、密閉通路は、
高分子材料と発泡剤の非核形成、均質、流体、単相溶液を受け入れ、その通路内に高圧で
流体と発泡剤を流体状態に含有するようにその材料を維持し、その通路内の流体流として
の溶液を入口端から成形チャンバに向かって下流方向に進める。この密閉通路が、その中
を通過する単相溶液中の発泡剤が中で核形成される核形成経路をさらに備えることが好ま
しい。その核形成経路は、高分子材料および非核形成発泡剤の均質な流体単相溶液を受け
入れる高分子受入端、核形成された高分子材料を解放するように構成され配置された核形
成高分子解放端、および受入端を解放端に接続する流体通路を備えるように構成されてい
る。必要に応じて、高分子解放端は、成形チャンバのオリフィスを画成しても差し支えな
い、または成形チャンバと流体連通していて差し支えない。この核形成経路は、前記シス
テムが、発泡剤と均質に混ぜられた流体高分子を、前記経路を通過しながら、少なくとも
約０．１ＧＰａ／秒、または少なくとも約０．３ＧＰａ／秒、または少なくとも約１．０
ＧＰａ／秒、または少なくとも約３ＧＰａ／秒、または少なくとも約１０ＧＰａ／秒、ま
たは少なくとも約１００ＧＰａ／秒の圧力降下率に曝すことができるような長さと断面寸
法を有するように構成されている。この核形成経路は、この経路を流通する流体高分子が
可変圧力降下率および／または温度上昇に曝されるような可変断面寸法を有するように構
成することもできる。
【００９９】
　本発明の別の態様において、高圧でのセル成長を防ぐために、核形成した高分子材料を
高温で収容するように構成され配置された成形チャンバを有するシステムが提供される。
加圧された成形チャンバは、そのような高圧で核形成された高分子材料を収容するために
、流体的または機械的に加圧することができる。加圧成形チャンバに印加される圧力の低
下後、高分子材料は、成形チャンバがそのような内部形状を有するように構成され配置さ
れているので、所望の微小セル状高分子物品の形状を固化することができる。
【０１００】
　本発明の別の態様において、バレルを有するシステムであって、押出材料の前駆体を受
け取るように設計された入口、発泡剤と発泡高分子物品前駆体の流体非核形成混合物を前
記前駆体に放出するように設計された出口、前記発泡剤の供給源に接続可能なオリフィス
、および前記バレル内での往復運動のために搭載されたスクリューを備えたバレルを有す
るシステムが提供される。この押出システムは、発泡剤の供給源に接続可能なオリフィス
を少なくとも２つ有することもでき、そのオリフィスは、スクリューが往復運動するとき
に、非核形成混合物を、少なくとも２つのオリフィスを通じて前記バレルに連続的に導入
するために、バレルの軸の長手方向に沿って配置することができる。このシステムは、第
１のバレルと縦一列に接続された第２の押出バレルも備えることができ、その第２のバレ
ルは、流体非核形成混合物を受け取るように設計された入口を有し、そのバレル内での往
復運動のために搭載されたスクリューを有している。
【０１０１】
　本発明の別の態様において、高分子前駆体および発泡剤の非核形成、流体、単相溶液の
連続流れを生じさせ、その連続流れを核形成させて混合物の核形成流れを作り出し、その
核形成流れを筐体中に通し、その混合物を筐体の形状に固化させる方法が提供される。必
要に応じて、前記流れは、その流れを筐体に通しながら、その流れを少なくとも約０．１
ＧＰａ／秒の率で圧力降下に連続的に曝すことによって、連続的に核形成して、核形成材
料の連続流れを生じることができる。あるいは、この方法は、非核形成材料が最初に筐体
中に通され、その後、核形成材料が続くように流れを筐体に通しながら、流れを少なくと
も約０．１ＰＧａ／秒の率の圧力降下に曝すことによって、流れを断続的に核形成する工
程を含む。反対に、核形成流れは、核形成材料が最初に筐体に通り、その後、非核形成材
料が続くように、筐体に通されてもよい。この方法は、固化した微小セル状物品を筐体か
ら取り出し、約１０分未満の期間で、第２の核形成混合物を筐体に供給し、その第２の混
合物を筐体の形状に固化させ、第２の固化した微小セル状物品を筐体から取り出す各工程
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も含む。
【０１０２】
　本発明の別の態様において、ある投入量の発泡高分子材料の前駆体および発泡剤を蓄積
させ、その投入量の少なくとも約２％を規定する投入量の第１の部分を、その投入量の平
均温度より少なくとも約１０℃高い温度に加熱し、その投入量を成形チャンバ中に射出す
る各工程を含む方法が提供される。
【０１０３】
　本発明の別の態様において、成形チャンバに流体接続された蓄積器内に、発泡剤を実質
的に含まない流体高分子材料から構成された第１の部分および発泡剤と混合された流体高
分子材料から構成された第２の部分を含む投入量を蓄積させ、その投入量を蓄積器から成
形チャンバに射出する方法が提供される。
【０１０４】
　本発明の別の態様において、発泡高分子材料の前駆体および発泡剤の流体単相溶液を核
形成して核形成混合物を生成しながら、その溶液を、押出装置と流体連通した蓄積器から
成形チャンバ中に射出し、その混合物を、成形チャンバ内で高分子微小セル状物品として
固化させる各工程を含む方法が提供される。
【０１０５】
　本発明の別の態様において、高分子押出装置の押出機バレル内で押出スクリューが軸方
向に動きながら、発泡剤をその押出機バレルに注入する工程を含む方法が提供される。
【０１０６】
　本発明の別の態様において、発泡剤を押出スクリューから高分子押出装置のバレル中に
注入する工程を含む方法が提供される。
【０１０７】
　本発明の別の態様において、押出装置のバレル内で、流体高分子物品前駆体を生成し、
バレルから流体前駆体の一部を引き出し、流体前駆体の一部を発泡剤と混合して、発泡剤
と流体前駆体の一部の混合物を形成し、その混合物をバレルに導入する各工程を含む方法
が提供される。
【０１０８】
　本発明の別の態様において、超臨界流体と混ぜられた高分子材料を、約０．１２５イン
チ（約３．１７５ｍｍ）未満の内寸を有する部分を備えた成形型中に導入し、この高分子
材料を成形型内で固化させる各工程を含む方法が提供される。
【０１０９】
　本発明の別の態様において、高分子材料および発泡剤の単相溶液を開いた成形型に射出
し、次いで、成形型を閉じ、この成形型の形状の微小セル状物品を形成する各工程を含む
方法が提供される。
【０１１０】
　本発明の別の態様において、高分子材料および発泡剤の単相非核形成溶液を生成し、溶
液を核形成しながら、この溶液を成形チャンバに導入し、成形型を開け、それによって、
セルを成長させ、成形チャンバの形状と似ている形状を有するが、成形チャンバよりも大
きい微小セル状高分子物品を回収する各工程を含む方法が提供される。
【０１１１】
　本発明の別の態様において、微小セル状高分子材料の前駆体および発泡剤の非核形成、
均質、流体、単相溶液を押出機内で形成し、その溶液を核形成しながら、成形チャンバに
その溶液を充填して、成形チャンバ内で、核形成された微小セル状高分子材料前駆体を形
成する各工程を含む方法が提供される。
【０１１２】
　本発明の別の態様において、約４００°Ｆ（約２０４℃）未満の溶融温度で高分子／発
泡剤混合物を成形チャンバ内に射出し、少なくとも約５％の空隙容量および少なくとも約
５０：１の長さ対厚さ比を有する固体発泡高分子物品をそのチャンバ内で成形する各工程
を含む方法が提供される。この方法の特定の実施の形態において、溶融温度は、約３８０
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°Ｆ（約１９３℃）未満、いくつかの実施の形態において約３００°Ｆ（約１４９℃）未
満、他の実施の形態において約２００°Ｆ（約９３℃）未満、他の実施の形態において約
１００°Ｆ（約３８℃）未満である。
【０１１３】
　本発明の別の態様において、非発泡高分子材料を成形チャンバ中に射出し、その高分子
材料に、成形チャンバの形状と実質的に同一の形状を有する微小セル状高分子物品を形成
させる各工程を含む方法が提供される。この物品は、３つの直交する断面軸の各々におい
て少なくとも約１／２インチ（約１．２７ｃｍ）の断面寸法および少なくとも５０％の空
隙容量を有する部分を少なくとも１つ含んでいる。
【０１１４】
　本発明の別の態様において、約１００℃未満の成形チャンバ温度で発泡高分子材料の流
体前駆体を成形チャンバ中に射出し、その混合物を高分子微小セル状物品として成形チャ
ンバ内で固化させる各工程を含む方法が提供される。この物品は、３つの直交する断面軸
の各々において少なくとも約１／２インチ（約１．２７ｃｍ）の断面寸法および少なくと
も約５０％の空隙容量を有する部分を少なくとも１つ含んでいる。成形チャンバ温度は、
約７５℃、５０℃、または３０℃未満であり得る。
【０１１５】
　本発明の別の態様において、高分子材料および発泡剤の流体単相溶液に、微小セル状核
形成を生じさせるのに十分な第１の圧力降下率で急激な圧力降下を施しながら、その溶液
を成形チャンバ中に射出する工程を含む方法が提供される。実質的にその直後に、その材
料に、第１の圧力降下未満の第２の圧力降下にある低下率で施すことによって、セル成長
が行われ、制御される。
【０１１６】
　本発明の別の態様において、システムであって、発泡高分子材料の前駆体および発泡剤
を受け取るための入口および出口を有する蓄積器、その蓄積器の出口と流体連通した入口
を有する成形チャンバ、およびシステムの作動中に、成形チャンバに近接する蓄積器の第
１のセクションを、蓄積器の平均温度より少なくとも約１０℃高い温度に加熱するように
構成され配置された、蓄積器に付随する加熱装置を備えたシステムが提供される。
【０１１７】
　本発明の別の態様において、射出成形された微小セル状材料を製造するためのシステム
であって、高分子材料および発泡剤の非核形成、均質、流体単相溶液を放出するように設
計された出口をその出口端に有する押出機、および押出機の出口と流体連通した入口を有
する成形チャンバを備えたシステムが提供される。このシステムは、押出機の出口から成
形チャンバの入口に、単相溶液を送達し、成形チャンバの充填中に、その単相溶液を核形
成して、そのチャンバ内で核形成微小セル状高分子材料前駆体を形成するように構成され
配置されている。
【０１１８】
　本発明の別の態様において、バレルであって、押出材料の前駆体を受け取るように設計
された入口と、非核形成発泡剤および前記前駆体の流体混合物を放出するように設計され
た出口と、発泡剤の供給源に接続可能なオリフィスと、バレル内の往復運動のために搭載
されたスクリューとを有するバレルを備えた押出システムが提供される。
【０１１９】
　本発明の別の態様において、射出成形された微小セル状材料を製造するためのシステム
であって、微小セル状高分子材料の前駆体および発泡剤を放出するように設計された出口
をその出口端に有する押出機、および押出機の出口と流体連通した入口を有する成形チャ
ンバを備えたシステムが提供される。このシステムは、微小セル状高分子材料の前駆体お
よび発泡剤を成形チャンバ中に周期的に射出するように構成され、配置されている。
【０１２０】
　本発明の別の態様において、バレルであって、押出材料の前駆体を受け取るように設計
された入口と、非核形成発泡剤および前記前駆体の流体混合物を放出するように設計され
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た出口と、発泡剤の供給源に接続可能なオリフィスとを有するバレルを備えた押出システ
ムが提供される。バレル内で往復運動するためのスクリューが搭載されていることが好ま
しい。
【０１２１】
　本発明の別の態様において、溶融高分子微小セル状材料を製造するためのシステムは、
溶融高分子微小セル状材料の前駆体を受け取るように構成され配置された入口、成形チャ
ンバ、およびその入口を成形チャンバに接続する導管を備えている。その導管は、その入
口と成形チャンバとの間に、約２５％以下に断面積の変化を維持しつつ、幅を少なくとも
約１００％増加させる末広部分を備えている。
【０１２２】
　本発明の別の態様において、本発明のシステムは、溶融高分子微小セル状材料の前駆体
を受け取るように構成され配置された入口、成形チャンバ、およびその入口を成形チャン
バに接続する導管を備えている。この導管は、長さおよび断面寸法を有する核形成経路で
あって、高分子材料および発泡剤の流体単相溶液が、システムがそのために構成された速
度でその経路を通過するときに、微小セル状核形成を生じるのに十分な圧力降下率で流体
経路内で圧力降下を生じる経路を備えている。その導管は、その核形成経路と成形チャン
バとの間に、成形チャンバの方向に断面寸法を増加させるセル成長領域を備えている。
【０１２３】
　本発明の別の態様において、直前に記載されたようなシステムであるが、必ずしも断面
寸法を増加させるセル成長領域を備えていないシステムは、少なくとも約１．５：１の幅
対高さ比を有する核形成経路を備えている。
【０１２４】
　本発明の別の態様において、直前に記載されたシステムと類似であるが、核形成経路が
必ずしも少なくとも１．５：１の幅対高さ比を有する必要のないシステムは、成形チャン
バの１つの寸法と等しい幅を有している。
【０１２５】
　本発明の別の態様において、高分子押出装置のバレル内で押出スクリューが軸方向に動
いている間に、発泡剤をそのバレル中に注入する工程を含む方法が提供される。１つの好
ましい実施の形態において、この方法は、発泡剤を押出スクリューから高分子押出装置の
バレル中に注入する工程を含む。この注入技法は、多種多様な微小セル状技法および従来
の技法のいずれに使用しても差し支えない。別の実施の形態において、押出スクリューが
、高分子押出装置のバレル内で回転するために構成され、配置されており、このスクリュ
ー内に、スクリューの表面にあるオリフィスと連通している内腔を備えている。この内腔
は、発泡剤を押出バレル中に注入するために使用することができる。
【０１２６】
　本発明の別の態様において、射出成形物品を製造するためのシステムが提供される。こ
のシステムは、通常、押出機、成形チャンバ、押出機と成形チャンバを流体接続するラン
ナー、およびランナーと熱的連通した温度制御装置を備えている。
【０１２７】
　本発明の別の態様において、本発明は、発泡剤および射出成形材料前駆体の流体混合物
を押出機内で生成し、その混合物をランナーに通して成形チャンバに通過させ、ランナー
内の混合物の一部を流体状態に維持しつつ、流体混合物の部分をチャンバ内で固化させ、
追加の流体混合物をランナー中に注入し、それによって、流体混合物の部分およびランナ
ーをチャンバ中に押し込む各工程を有してなる。
【０１２８】
　本発明の別の態様において、押出バレルから流体高分子物品前駆体の一部を引き出し、
その流体前駆体の一部を発泡剤と混合して混合物を形成し、その混合物をバレル中に再び
導入する各工程を含む方法が提供される。
【０１２９】
　本発明の別の態様において、押出機バレル、成形チャンバ、およびバレル内の第１の上
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流オリフィスと、バレル内の第２の下流オリフィスと、発泡剤の供給源と流体連通した混
合チャンバを有する押出機を備えたシステムが提供される。
【０１３０】
　本発明の別の態様において、成形チャンバの形状と実質的に同一の形状を有する成形発
泡物品であって、約０．１２５インチ（約３．１７５ｍｍ）以下の断面寸法を有する部分
を少なくとも１つ含む成形発泡物品が提供される。
【０１３１】
　本発明の別の態様において、３つ次元に対応する３つの交差する主軸を有する三次元高
分子発泡物品であって、それらの次元の内の１つが、第２の垂直軸に沿った位置の関数と
して変動する第１の軸に関連付けられている三次元高分子発泡物品が提供される。この物
品は、約０．１２５インチ（約３．１７５ｍｍ）以下の断面寸法を有する部分を少なくと
も１つ含み、少なくとも約２０％の空隙容量を有している。
【０１３２】
　本発明の別の態様は、３つ次元に対応する３つの交差する主軸を有する三次元高分子発
泡物品であって、それらの次元の内の１つが、第２の垂直軸に沿った一の関数として変動
する第１の軸に関連付けられている三次元高分子発泡物品を含む。この物品は、約０．１
２５インチ（約３．１７５ｍｍ）以下の断面寸法を有する部分を少なくとも１つ含んでい
る。
【０１３３】
　本発明の別の態様は、少なくとも約５０：１の長さ対厚さ比を有する射出成形高分子部
品であって、高分子が約１０未満のメルトインデックスを有する部品が提供される。
【０１３４】
　本発明の別の態様は、少なくとも約１２０：１の長さ対厚さ比を有する射出成形高分子
部品であって、高分子が約４０未満のメルトフローレートを有する部品が提供される。
【０１３５】
　本発明の別の態様において、少なくとも約５％の空隙容量を有し、ヒトの裸眼に見える
ような渦および斜面を含まない表面を有する、射出成形高分子発泡体が提供される。
【０１３６】
　本発明の別の態様において、少なくとも約２０％の空隙容量で約０．１２５インチ（約
３．１７５ｍｍ）未満の厚さを有する物品が提供される。そのような物品を製造する方法
であって、超臨界流体と混ぜられた高分子材料を、約０．１２５インチ（約３．１７５ｍ
ｍ）未満の内寸を有する部分を備えた成形型中に導入し、その高分子材料を成形型内で固
化させる各工程を含むことができ、これらの導入する工程と固化させる工程が、１０秒未
満の期間内で行われる、方法も同様に提供される。
【０１３７】
　本発明の別の態様において、成形チャンバの形状と実質的に同一の形状を有する成形高
分子物品であって、３つの直交する断面軸の各々において少なくとも１／２インチ（約１
．２７ｃｍ）の断面寸法を有する部分を少なくとも１つ含む成形高分子物品が提供される
。その物品は、少なくとも約５０％の空隙容量を有することが好ましく、平均セル壁厚の
セル壁を含むセルにより画成される。その物品は、平均セル壁厚の約５倍超の厚さの周期
的な固体境界を含まない。
【０１３８】
　本発明の別の態様において、約０．０７５インチ（約１．９０５ｍｍ）以下の断面寸法
および少なくとも約５％の空隙容量を有する部分を少なくとも１つ含む成形高分子発泡物
品が提供される。
【０１３９】
　本発明の別の態様において、約０．０７５インチ（約１．９０５ｍｍ）と約０．１２５
インチ（約３．１７５ｍｍ）との間の断面寸法および少なくとも約１０％の空隙容量を有
する部分を少なくとも１つ含む成形高分子発泡物品が提供される。
【０１４０】
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　本発明の別の態様において、約０．１２５インチ（約３．１７５ｍｍ）と約０．１５０
インチ（約３．８１ｍｍ）との間の断面寸法および少なくとも約１５％の空隙容量を有す
る部分を少なくとも１つ含む成形高分子発泡物品が提供される。
【０１４１】
　本発明の別の態様において、約０．１５０インチ（約３．８１ｍｍ）と約０．３５０イ
ンチ（約８．８９ｍｍ）との間の断面寸法および少なくとも約２０％の空隙容量を有する
部分を少なくとも１つ含む成形高分子発泡物品が提供される。
【０１４２】
　本発明の別の態様において、セルの総数の少なくとも約７０％が１５０マイクロメート
ル未満のセルサイズを有している、複数のセルを含む成形高分子物品が提供される。
【０１４３】
　本発明の別の態様において、高分子物品前駆体を受け取るように設計された入口を上流
端に、出口を下流端に有するバレルを備えたシステムが提供される。このバレルは、発泡
剤を発泡剤供給源からバレル内の前駆体中に導入して、バレル内で前駆体材料と発泡剤の
混合物を形成するために、発泡剤供給源に流体接続可能な発泡剤ポートを上流端と下流端
の間に備えている。このシステムは、発泡剤供給源に接続された入口およびバレルに接続
された出口を有する計量装置も備えている。この計量装置は、発泡剤供給源から発泡剤ポ
ートへの発泡剤の質量流量を計量するように構成され、配置されている。このシステムは
、バレルから前駆体材料と発泡剤の混合物を受け取るようにバレルの出口と流体連通した
入口を有する成形チャンバをさらに備えている。
【０１４４】
　本発明の別の態様において、高分子発泡物品を形成する方法が提供される。この方法は
、高分子物品前駆体の流れを、押出装置のバレル内で下流方向に押し流す工程を含む。こ
の方法は、発泡剤の質量流により計量される流量でその流れに発泡剤を導入して、流体高
分子物品前駆体と発泡剤の混合物を形成する工程をさらに含む。この方法は、流体高分子
物品前駆体の混合物を、バレルと流体接続した成形チャンバ中に射出する工程をさらに含
む。
【０１４５】
　本発明の別の態様において、高分子物品前駆体を受け取るように設計された入口を上流
端に、出口を下流端に有するバレルを備えたシステムが提供される。このバレルは、上流
端と下流端の間に、複数のオリフィスを有する発泡剤ポートを備えている。この発泡剤ポ
ートは、発泡剤を発泡剤供給源からバレル内の前駆体中にそれぞれのオリフィスを通じて
導入して、バレル内で前駆体材料と発泡剤の混合物を形成するために、発泡剤供給源に流
体接続可能である。このシステムは、バレルから前駆体材料と発泡剤の混合物を受け取る
ようにバレルの出口に流体連通した入口を有する成形チャンバをさらに備えている。
【０１４６】
　本発明の別の態様において、高分子物品を形成する方法が提供される。この方法は、高
分子物品前駆体の流れを押出装置のバレル内で下流方向に押し流す工程を含む。この方法
は、発泡剤供給源から発泡剤を、前記バレルを発泡剤供給源に流体接続する発泡剤ポート
内の複数のオリフィスを通じて前記流れに導入して、前駆体材料と発泡剤の混合物を形成
し、前駆体材料の混合物を、バレルに流体接続された成形チャンバ中に射出する各工程を
さらに含む。
【０１４７】
　本発明の別の態様において、射出成形される微小セル状材料を製造するためのシステム
が提供される。このシステムは、微小セル状材料の前駆体および発泡剤を蓄積するように
構成され配置された蓄積器であって、出口を有する蓄積器を備えることが好ましい。この
システムは、微小セル状材料の前駆体を蓄積器の出口を通じて周期的に射出するように構
成され配置されたインジェクタをさらに備えることが好ましい。このシステムは、蓄積器
の出口と流体連通した入口を有する成形チャンバをさらに備えることが好ましい。この成
形チャンバは、微小セル状材料の前駆体を受け取るように構成され、配置されることが好
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ましい。
【０１４８】
　本発明の別の態様において、ある方法は、ある投入量の微小セル状高分子材料の前駆体
および発泡剤を蓄積し、その投入量を成形チャンバ中に射出する各工程を含む。
【０１４９】
　本発明のさらに別の態様において、前記製品は、立方センチメートル当たり約３６８，
９７６個の平均セル数を有する。本発明の製品が、立方センチメートル当たり、好ましく
は少なくとも５０，０００セル、より好ましくは少なくとも７５，０００セル、より好ま
しくは少なくとも１００，０００セル、さらにより好ましくは少なくとも１２５，０００
セル、より好ましくは少なくとも１５０，０００セル、さらにより好ましくは少なくとも
１７５，０００セル、より好ましくは少なくとも２００，０００セル、より好ましくは少
なくとも２２５，０００セル、さらにより好ましくは少なくとも２５０，０００セル、よ
り好ましくは少なくとも２７５，０００セル、さらにより好ましくは少なくとも３００，
０００セル、より好ましくは少なくとも３２５，０００セル、より好ましくは少なくとも
３５０，０００セル、より好ましくは少なくとも３６０，０００セル、より好ましくは少
なくとも３７５，０００セル、より好ましくは少なくとも４００，０００セル、より好ま
しくは少なくとも５００，０００セルを有し、最も好ましい範囲は、立方センチメートル
当たり約当たり３００，０００から４００，０００セルである。好ましい実施の形態にお
いて、本発明の製品のセルの数は、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のセ
ルの少なくとも２倍、より好ましくは少なくとも３倍、より好ましくは少なくとも５倍、
より好ましくは少なくとも１０倍、より好ましくは少なくとも１５倍、さらにより好まし
くは少なくとも２０倍、最も好ましくは少なくとも２６倍である。
【０１５０】
　平均セル容積が約５０，０００から２００，０００μｍ3であることが好ましく、最も
好ましい平均セル容積は約１０７，０００μｍ3である。平均セル容積が、超臨界流体を
中に含んでいないペット向け噛み物におけるセル容積より約８６％小さいことが好ましい
。しかしながら、平均セル容積は、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のセ
ル容積より８０％小さい、７０％小さい、６０％小さい、５０％小さい、４０％小さい、
３０％小さい、２０％小さいことがあり得る。
【０１５１】
　本発明の別の実施の形態において、前記製品は、超臨界流体を中に含んでいないペット
向け噛み物より大きい表面粗さを有する。本発明の目的に関して、表面粗さは、内部の断
面区域の表面テキスチャーを称し、一方でこの区域は、咀嚼作用に伴う下方の噛み付きと
上方の引き上げの最中に、歯と表面接触する。この表面粗さは、Ｒａ（μｍ）値として測
定されることが好ましく、一方で、Ｒａは、評価長さ内で記録された平均線からのプロフ
ァイル高さの偏差の絶対値の算術平均である。他の表現では、Ｒａは、表面の山と谷の一
連の個々の測定値の平均である。
【０１５２】
　しかしながら、表面粗さは、以下に限られないが、Ｓｑ、分布の高さの標準偏差、また
は他の用語では、ＲＭＳ表面粗さ；Ｓｓｋ、高さ分布の歪み；Ｓｋｕ、平坦度を認定する
高さ分布の尖度；Ｓｐ（μｍ）、最高山と平均平面との間の高さ；Ｓｖ（μｍ）、平均平
面と最深谷との間の深さ；Ｓｚ（μｍ）、最高山と最深谷との間の高さ；またはＳａ（μ
ｍ）、算術平均高さまたは、他の用語では、平均表面粗さ；を含むどの公知の測定法を使
用して測定しても差し支えない。本発明の製品のＲａ値が約４から１５であることが好ま
しく、以下に限られないが、４．８、５、５．１、５．５、５．８、５．９、６、６．３
、７、７．６、８、９、１０、１１、および１１．８などの値が、本発明の製品のＲａ値
として想定される。本発明の製品のＲａ値が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け
噛み物のものより大きいことが好ましい。好ましい実施の形態において、本発明の製品の
Ｒａ値は、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のＲａ値の少なくとも１．５
から４倍、より好ましくは、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のＲａ値の
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少なくとも２から３倍である。
【０１５３】
　本発明の別の態様において、本発明のおやつが約０．１３６±０．００１から０．２３
５±０．０４９の平均摩擦係数を有することが好ましく、この平均摩擦係数は、０．１９
８±０．０６３、０．１３８±０．００１、およびこれらの間の値であってもよい。本発
明のペット向け噛み物の配合は、摩擦係数、弾性、可撓性および硬度を変更できるように
、当業者に公知のように、変えることができる。
【０１５４】
　本発明のさらに別の態様において、本発明のおやつの硬度は、超臨界流体を中に含んで
いないペット向け噛み物よりも低いことが好ましい。硬度および／または剛性は、ビッカ
ース、ＭＰａ、ヤング率（ＭＰａ）および最大深度（ｎｍ）を使用して表現しても差し支
えない。このおやつの硬度がビッカース分析を使用して測定される場合、その硬度は、好
ましくは約０．００３から０．０２、より好ましくは約０．００５から０．１に及び、以
下に限られないが、０．００６１±０．０００５、０．００７４±０．０００５、０．０
０９９±０．００２１、および０．１０９±０．０００５などの値が想定される。ヤング
率［ＭＰａ］剛性値を使用した実施の形態において、本発明のペット向け噛み物の値は、
好ましくは２０以下、より好ましくは約２から２０であり、以下に限られないが、３、３
．８、４、５、６、７、８、８．１、８．５、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、および１９などの値も想定される。本発明の製品のヤング率が、超
臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のヤング率［ＭＰａ］より約２０％から９
０％小さいことが好ましく、以下に限られないが、３０％小さい、４０％小さい、５０％
小さい、６０％小さい、７０％小さい、および８０％小さいなどの値が想定される。
【０１５５】
　本発明の製品の引張強度が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のものよ
り小さいことが好ましい。好ましくは、本発明の製品の全区域に関する平均引張強度が、
超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物の引張強度の約１５％から５０％である
ことが好ましい。最も好ましい実施の形態において、本発明の製品の全区域に関する平均
引張強度が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物の引張強度の約３４％であ
る。これらのおやつを熟成させると、本発明の製品の全区域の平均引張強度が、超臨界流
体を中に含んでいないペット向け噛み物の平均引張強度の約３０％から約６０％であるこ
とが好ましい。最も好ましい実施の形態において、本発明の熟成した製品の全区域に関す
る平均引張強度は、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物の引張強度の約４７
％である。好ましくは、本発明の製品のピーク力が約４～１０であることが好ましく、好
ましい値は約５．５である。本発明の製品のピーク力値が、超臨界流体を中に含んでいな
いペット向け噛み物のピーク力値の約半分であることが好ましい。好ましくは、本発明の
製品の破断距離(distance to break)が約４０～５３であることが好ましく、最も好まし
い値は約４２である。破断距離が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物のも
のより約１５～３０％小さいことが好ましく、破断距離が、超臨界流体を中に含んでいな
いペット向け噛み物のものより約２５％小さいことが最も好ましい。ピーク距離対ピーク
力の比が、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物と比べた場合、本発明の製品
のほうが高いことが好ましい。超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛み物の４：１
と比べて、ピーク距離対ピーク力の比が約６：１から８：１であることが好ましい。この
ように、本発明の１つの実施の形態により、超臨界流体を中に含んでいないペット向け噛
み物よりも、歯が貫通し易くなる。
【０１５６】
　本発明の別の態様において、前記高分子おやつに制御された手段により、肉、乾燥肉、
または肉スラリーが混入される。
【０１５７】
　上述した態様の全てにおいて、超臨界流体の操作にとって、温度と圧力の管理が重要で
ある。そのような温度と圧力の制御システムは、押出機および圧縮成形の当該技術分野に
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おいて周知である。例えば、加熱および冷却素子、ブランケット、バンド、リングなどを
利用することができる。同様に、圧力条件は、押出機のスクリュー速度の調節、バレル直
径の調節、外部圧力源の適用などを含む、どの従来の様式で制御しても差し支えない。あ
る形態において、温度と圧力は、押出または成形プロセスとは別々に制御することができ
る。あるいは、全体のプロセスの一部として、温度と圧力の条件を制御しても差し支えな
い。超臨界流体が、所望のときに超臨界状態に維持され、制御された計画的な様式で超臨
界状態から解放されることを確実にするために、圧力モニタと温度モニタが正確な位置に
配置されることが好ましい。
【０１５８】
　先の記載および図面は、本発明を単に説明し、図解しているだけであり、本発明は、そ
れらに制限されない。何故ならば、本開示を受けた当業者は、本発明の範囲から逸脱せず
に、それに改変および変更を行うことができるからである。
【０１５９】
　実施例６　表面粗さの分析
　材料および方法：
　標準的な果物ナイフを使用しておやつの端部を除去し、対照おやつと実験おやつの断面
区域を曝露することによって、サンプルを調製した。長さは２～３センチメートルの間で
あった。
【０１６０】
　機器：Ｎａｎｏｖｅａ　ＳＴ４００　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｆｉｌｅｒ
　　測定パラメータ：
　　　プローブ＝３００μｍ／ＭＧ７
　　　取得率＝１０００Ｈｚ
　　　平均化＝１
　　　測定表面＝５ｍｍ×２ｍｍ
　　　ステップサイズ＝２．５μｍ×２．５μｍ
　　　走査モード＝定速
　　　ライン当たりの走査時間＝００：４０：１９
　　プローブ仕様：
　　　Ｚ分解能＝１２ｎｍ
　　　Ｚ精度＝６０
　　　方位分解能＝２．６μｍ。
【０１６１】
　測定方法および原理：
　軸上色収差技法で白色光源を使用し、高度の色収差を有する対物レンズを通して光を通
過させた。この対物レンズの屈折率は、光の波長に関して変動する。実際には、入射白色
光の各別個の波長は、レンズからの異なる距離（異なる高さ）で再び集束する。測定サン
プルが可能な高さ範囲内にある場合、１つの単色点に焦点が合わされて、画像を形成する
。そのシステムの共焦点構成のために、集束波長のみが、高効率で空間フィルタを通過し
、それゆえ、他の波長の全てが焦点から外れる。回折格子を使用して、スペクトル解析を
行った。この技法は、各波長を異なる位置で逸らし、ＣＣＤのラインをインターセプトし
、このことは、転じて、最大強度の位置を表し、Ｚ高さ位置に対する直接の応答を可能に
する。
【０１６２】
　プローブ接触または操作の干渉分光法により生じる誤差とは異なり、白色光軸上色収差
技法では、サンプルの表面に焦点が合って当たる波長の検出から直接的に高さを測定する
。これは、数学ソフトウェアの操作を行わない、直接の測定法である。おやつの表面粗さ
を決定するために、本発明のおやつの多数の小片に、このタイプの測定法を使用した。
【０１６３】
　結果および結論：
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【０１６４】
　実施例７
　この実施例は、摩擦係数をどのように決定したかを示している。
【０１６５】
　材料および方法：
　サンプル調製：　おやつの端部を、標準的な果物ナイフを使用して切断し、対照おやつ
と実験おやつの断面区域を曝露した。長さは２～３センチメートルの間であった。
【０１６６】
　機器：Ｎａｎｏｖｅａ　ＴＲＢ
　　設定値：
　　　荷重＝１５Ｎ
　　　試験期間＝２０分
　　　速度率＝１００ｒｐｍ
　　　長さ＝５．５ｍｍ
　　　回転数＝２０００
　　　ボール直径＝６ｍｍ
　　　ボール材料＝鋼鉄
　　　基質材料＝サンプル
　　環境条件：
　　　潤滑剤＝適用せず
　　　雰囲気＝空気
　　　温度＝２４℃
　　　湿度＝４０％。
【０１６７】
　測定方法および原理：
　最初に、調節可能なゴムパッドを各コーナーにおいてネジで調節することによって、計
器の土台を水平位置で水平にした。３または６ｍｍ径のボールを収容するボールホルダを
荷重アーム内に保持し、垂直荷重が垂直に印加されることを確実にするために、サンプル
上に置かれるときに、摩擦計のアームを水平にできる高さに置いた。次いで、サンプル表
面にアームとボールホルダが最初に力を印加しないことを確実にするために、アームを、
釣り合い重りで釣り合わせた。最後に、試験アームに必要な荷重に相当する重りをボール
ホルダ上のアームに配置した。次いで、ソフトウェアにより、試験を開始し、規定期間に
亘り規定速度で試験を行い、時間の経過で摩擦力を記録した。
【０１６８】
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　結果および結論：

【０１６９】
　実施例８
　この実施例は、硬度をどのように決定したかを示している。
【０１７０】
　材料および方法：
　サンプル調製：　おやつの端部を、標準的な果物ナイフを使用して切断し、対照おやつ
と実験おやつの断面区域を曝露した。長さは２～３センチメートルの間であった。
【０１７１】
　機器：Ｎａｎｏｖｅａ　Ｎａｎｏ Ｍｏｄｕｌｅ
　　装置パラメータ：　　　　　　　　　対照サンプル*　　試験サンプル
　　　最大力（ｍＮ）＝　　　　　　　　　　　１０　　　　　　１
　　　荷重速度（ｍＮ／分）＝　　　　　　　　２０　　　　　　２
　　　荷重除去速度（ｍＮ／分）＝　　　　　　２０　　　　　　２
　　　クリープ（ｓ）＝　　　　　　　　　　　３０　　　　　　３０
　　　計算方法＝　　　ＡＳＴＭ　Ｅ－２５４６　＆　Ｏｌｉｖｅｒ　＆　Ｐｈａｒｒ
　　　圧子タイプ＝　　　　　　　　　　１ｍｍの球面　　 １ｍｍ球面
　　*注記：　対照サンプルは他のサンプルよりも硬く滑らかであったので、より高い最
大力を使用した。
【０１７２】
　測定方法および原理：
　このＮａｎｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｔｅｓｔｅｒは、機器圧入の基準、ＡＳＴＭ　
Ｅ２５４６およびＩＳＯ　１４５７７に基づく。この機器は、公知の外形を有する圧子先
端を、次第に増加する垂直荷重を印加することによって、試験すべき材料の規定の部位に
押し付ける、既に確立された方法を使用する。予め設定した最大値に到達したときに、完
全な緩和が生じるまで、垂直荷重を減少させる。この荷重は圧電アクチュエータにより印
加され、この荷重は、高感度ロードセルにより制御されたループで測定される。実験中、
サンプル表面に対する圧子の位置を、高精度の容量センサで正確にモニタする。結果とし
て得られた荷重／変位曲線は、実験下の材料の機械的性質に特異的なデータを与える。そ
のようなデータについて定量的硬度値および係数値を計算するために、確立されたモデル
を使用する。この方法は、本発明のおやつの硬度を決定するために多数のおやつ部分に行
った。
【０１７３】
　結果および結論：
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　実施例９
　この実施例は、引張強度をどのように決定したかを示している。
【０１７５】
　サンプル調製：　原材料を引張バー形状に射出成形した。
【０１７６】
　測定方法および原理：
　試験方法は、ＡＳＴＭ　Ｄ６３８、ＩＳＯ　５２７に概説された基準にしたがうもので
あった。
【０１７７】
　サンプルを試験装置のグリップに置き、これで、１ｍｍ／ｓの速度でサンプルを引きち
ぎった。サンプルを引きちぎるのに要した力およびサンプルの伸びた量を測定した。計量
領域におけるサンプルの断面積と共にこれらの値を使用して、引張特性を計算した。本発
明のおやつの全体の引張強度を決定するために、このプロセスを何回も繰り返した。
【０１７８】
　結果および結論：
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【０１７９】
　このデータが図７に示されている。

【０１８０】
　このデータが図８に示されている。
【０１８１】
　実施例１０
　この実施例は、セルのサイズと分布をどのように決定したかを示している。
【０１８２】
　サンプル調製：　原材料をおやつ形状に射出成形し、分析した。
【０１８３】
　機器：ＮＳＩ　Ｉｍａｇｉｘ　ｍｉｃｒｏＣＴシステム
　　パラメータ　　　　　　　設定値
　　　スポットサイズ　　　　　小
　　　電圧　　　　　　　　５０．０ｋＶ
　　　アンペア数　　　　　２００μＡ
　　　投影数　　　　　　　　２１６０
　　　フレーム平均　　　　　　１
　　　フレーム数／秒　　　　　１
　　　較正ツール　　　　　小（０．７６２ｍｍ）
　　　ビーム硬化補正　　　　　０
　　　モード　　　　　　　ステップ。
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　測定方法および原理：
　全てのサンプルを１８．２マイクロメートルのボクセルサイズで画像化した。これは、
このシステムにより、この１８．２マイクロメートル値を超える空気混和のみが観察され
、正確にセグメント化されることを意味する。サンプルは全体を試験したが、各サンプル
について、歯ブラシの柄の約２．５から３ｃｍのセクションのみを画像化した。
【０１８５】
　Ｘ線断層撮影法を使用した。これは、サンプルを切断したり変えたりせずに、異なる密
度を有する内部構造の観察を可能にする。ある区域がより濃く（より黒く）見えるほど、
その区域における材料のＸ線密度がより低い。ある区域がより白く見えるほど、その区域
における材料のＸ線密度がより高い。
【０１８６】
　Ｄｏｇ　Ｃａｒｅサンプルにおける空気混和は黒く見える。これらの条件下でイヌマト
リクスは灰色に見える。３つのサンプル全てに観察された未知の明るい白いスポットは、
イヌマトリクス材料よりも密度または原子番号が高い。いくつかの典型的なより高密度の
材料は、骨粉、塩、炭酸カルシウムおよび重炭酸ナトリウムである。
【０１８７】
　空気混和は、Ｘ線断層撮影法からのｙスライスをＡｍｉｒａソフトウェアにエクスポー
トすることによって決定した。それらのスライスを３次元構造に再構成した。気泡をセグ
メント化し、全容積のパーセントを決定した。
【０１８８】
　結果および結論：

【０１８９】
　このデータが図６に示されている。
【符号の説明】
【０１９０】
　　１、３　　容器
　　２　　脱凝集装置
　　４　　射出成形機
　　５　　供給機
　　６　　スクリュー
　　７　　成形型
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